
 

県営土地改良事業換地処分事務取扱要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号。以下「法」という。）、

土地改良法施行令（昭和２４年政令２９５号。以下「政令」という。）及び土地改良法

施行規則（昭和２４年農林省令第７５号。以下「省令」という。）並びにこれらの法令

の施行通達に定めるもののほか県営土地改良事業の換地処分に係る事務（以下「換地事

務」という。）の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。 

（土地改良事業の採択前に行う換地に係る業務） 

第２条 土地改良事業の施行申請を予定している地区については、予定地区内の農用地利

用状況・関係農家の意向、関係権利者等の把握及び事業実施後の農用地利用の状況を踏

まえた農用地の利用集積を進めて行くための合意形成等を進めるとともに、これらを踏

まえた換地計画を策定するための基準となる換地設計基準を事業採択前に策定する必要

があるため、当該地区が存する市町村においては、採択予定年度までに、「経営体育成

促進換地等調整事業実施要領」（平成６年６月２３日付け６構改Ｂ第６３７号農林水産

省構造改善局長通知）に基づき、「別表１」の業務を行うものとする。 

２ 前項の事業実施に必要な経費については、国の補助金及び交付金等を活用するように

助言・指導を行うものとする。 

（換地計画の地域） 

第３条 換地計画を定める地域（以下「施行地域」という。）は、法第８７条第１項の規

定する土地改良事業計画において定めた地域とし、法第１１７条の規定により施行に係

る地域を数区に分けた場合は、その各々の区とする。 

（工事計画等と換地計画の一体化） 

第４条 事業の施行地域、法第７条第４項に規定する非農用地区域及び法第１１７条に規定

する区並びに工事計画を定める場合は、換地計画との関連を十分考慮するものとする。 

（工事着工の時期） 

第５条 工事着工の時期は、原則として換地計画原案（換地計画原案図も含む。）について

全ての関係権利者の同意を得たとき以降とする。 

（事業の施行の届出） 



第６条 本部長（熊本県広域本部設置条例（平成２４年条例第５９号）第４条第１項の「本

部長」をいう。以下同じ。）は、土地改良事業の工事に着工するまでに、法第１１３条の

３第１項の規定に基づき、土地改良事業施行届出書（特記仕様書（換地）別記様式第１号）

により管轄登記所に届出を行うものとする。 

（事業の変更の届出） 

第７条 本部長は、法第１１３条の３第１項の規定に基づき届け出た事項に変更があった場

合には、省令第９０条の４第２項の規定に基づき土地改良事業施行変更届出書（特記仕様

書（換地）別記様式第２号）により管轄登記所に届出を行うものとする。 

（事業の着工又は完了の届出） 

第８条 本部長は、工事に着工及び完了した場合は、法第１１３条の３第２項の規定に基づ

き土地改良事業工事（着手・完了）届出書（特記仕様書（換地）別記様式第３号）により、

管轄登記所に届出を行うものとする。 

（換地事務の実施区分） 

第９条 換地事務の実施区分は、「別表２」のとおりとし、「別表３ 換地関係業務の作

業内容及び留意事項」により事務処理を行う。 

（換地事務の委託） 

第10条 換地事務の円滑な執行を図るため必要があるときは、換地事務（公権力の行使に

当たる事務を除く。）の一部を次に掲げる者に委託することができるものとする。 

（１）関係市町村 

（２）関係土地改良区 

（３）熊本県土地改良事業団体連合会 

（４）その他知事が適当と認める者 

２ 委託業務の範囲は「別表２」の「委託契約で行う業務」とする。 

３ 業務区分は次のとおりとし、業務区分ごとに「別表２」の業務内容に応じて２者以上

の者に委託することができるものとする。 

（１）換地関連業務 

（２）換地計画書等作成業務 

（３）確定測量 

４ 換地業務の委託に関しては、「県営土地改良事業換地業務委託要領」により処理するも

のとする。 



（換地計画の作成） 

第11条 換地計画の作成にあたっては、「別表３ 換地関係業務の作業内容及び留意事項」

により進行管理し、事務処理を行う。 

２ 前項の換地関連業務を処理するために、第１０条に規定する換地関連業務の受託者（以

下「関連業務受託者」という。）は、当該受託に係る事業の施行地域（地区を数区に分

けたときは、各区）ごとに、換地委員及び評価委員を置き、「換地委員会」を設けるも

のとする。 

３ 評価委員は換地委員が兼務するものとする。 

４ 「換地委員会」に関する事項は、「県営土地改良事業換地委員会設置規程」に定める。 

（換地計画の決定） 

第12条 法第８９条の２第１項の換地計画は、当該事業計画に係る受託者及び換地委員の調

査結果及び市町村長の意見を参考にして原案を作成し、法第８９の２第２項において準用

する法第５２条第５項の規定に基づく会議（以下「権利者会議」という。）の議決を経な

ければならない。 

２ 権利者会議における会議の運営についての必要事項は「権利者会議運営規程」に定め

る。 

（一時利用地の指定等の事前通知） 

第13条 本部長は、法第８９条の２第６項及び第８項の規定に基づき、一時利用地の指定

並び使用及び収益の停止等（以下「一時利用地の指定等」という。）を行う場合は、行

政手続法（平成５年法律第８８号）で定める不利益処分に対する弁明の機会を付するた

め、事前に関係権利者に通知書により通知する。また、一時利用地の指定等の変更を行

う場合も、同様に一時利用地の指定等の変更の事前通知を通知するものとする。 

２ 通知に当たっては、換地計画で定められた事項及び換地計画原案に基づいて、第１０

条に規定する換地計画等作成業務の受託者（以下「作成業務受託者」という。）が作成

した案により、関連業務受託者と十分協議のうえ行うものとする。 

３ 前項の作成業務受託者の案は、あらかじめ換地委員会の意見を聴いて作成するものと

する。 

４ 一時利用地の指定等の事前通知に関しては、「一時利用地の指定等の事前通知（変更）

に係る事務取扱規程」（平成２４年１２月１４日付け農整第５４９号）により処理する

ものとし、弁明書の提出があった場合は、「一時利用地の指定等の事前通知に伴う弁明



書の処理について」（平成７年５月２２日付け農管第３４９号）により処理するものと

する。 

（一時利用地の指定等の通知） 

第14条 本部長は、前条の通知後、一定の期間を経たときは、一時利用地の指定等の通知

書により一時利用地の指定等を行うものとする。また、一時利用地の指定等の変更を行

う場合も、同様に一時利用地の指定等の変更の通知書により行うものとする。 

２ 一時利用地の指定等及び変更指定等に伴う損失の補償又は利益の徴収等に係る金額の

算定は、関連業務受託者の意見を聴いて定めるものとする。 

３ 前項の関連業務受託者の意見は、換地委員会の意見に基づくものとする。 

４ 一時利用地の指定等及び変更指定に関しては、「一時利用地の指定等の通知（変更）

事務取扱要領」により処理するものとする。 

（換地処分） 

第15条 法第８９条の２第９項の規定に基づく換地処分は、主管課で換地処分通知書（別紙

様式第４号）に公印を押印のうえ、広域本部を経由して関係権利者に交付することによっ

て行うものとする。 

（換地清算金） 

第16条 法第８９条の２第１０項において準用する法第５４条の３の規定に基づき、換地清

算金の徴収及び支払事務に関しては、「県営土地改良事業に伴う換地清算金事務処理規

程」（平成２２年１１月１９日付け農林水産部長通知）により処理するものとする。 

（換地処分の登記所への通知） 

第17条 農林水産部長は、換地処分の公告を行ったときは、法第８９条の２第１０項におい

て準用する法第５４条第５項の規定に基づき、関係局等を経由して、換地処分公告（写）

（特記仕様書（換地）別記様式第５号）を添えて管轄登記所に通知するものとする。 

（換地処分の登記） 

第18条 本部長は、換地処分公告後遅滞なく、法第８９条の２第１０項において準用する法

第５５条の規定に基づき、土地改良事業換地処分登記嘱託書（特記仕様書（換地）別記様

式第６号）により、管轄登記所に登記申請を行うものとする。 

（換地処分登記完了報告） 

第19条 本部長は、管轄登記所から登記完了の通知があった場合には、遅滞なく農林水産部

長に換地処分登記完了報告書（別記様式第７号）を提出するものとする。 



（審査請求の処理について） 

第20条 本部長は、一時利用地の指定等並びに換地計画の決定に係る審査請求があった場合

は審査請求書（別記様式第８号）によるものとし、「換地に係る審査請求に関する事務処

理について」（平成２８年３月２８日付け農整第６８６号通知）に基づき処理するものと

する。 

（様式について） 

第21条 換地事務の処理に必要な様式はこの要綱で定めるもののほか、「換地計画実施要領」

（昭和４９年７月１２日付け４９構改Ｂ第１２３２号構造改善局長通知）で定める様式に

よるものとし、「県営土地改良事業換地業務委託要領」に規定する「特記仕様書（換地）」

に一括して示す。 

（雑則） 

第22条 この要綱に定めるもののほか、県営土地改良事業に係る換地処分の事務取扱に関し

必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。 

   附 則 

１ この要綱は、平成28年4月1日から施行する。 

２ この要綱の施行前に行った処分に係る異議申立てに関する事務処理については、なお 

従前の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第１号 

 

土 地 改 良 事 業 施 行 届 出 書 

 

第     号  

年  月  日  

 

                支局長 

  熊本地方法務局          様 

                出張所長 

 

                      熊本県知事          印 

 

県営       地区（      換地区）は    年  月  日付けで土地改

良事業計画の決定がありましたので、土地改良法第１１３条の３第１項の規定により下記の

とおり届け出ます。 

 

記 

１ 区画整理を施行すべき地域内にある土地の所在・地番 別紙のとおり 

２ 工事着手予定時期      年  月  日 

３ 工事完了予定時期      年  月  日 



別記様式第２号 

 

土 地 改 良 事 業 施 行 変 更 届 出 書 

 

                                                        第   号 

                                                        年  月  日 

 

                 支 局 長 

 熊本地方法務局            様 

                 出張所長 

 

                                        熊本県知事           印 

 

 県営    地区（   換地区）は    年  月  日付けで土地改良事業計画の

決定がありましたので、土地改良法施行規則第９０条の４第２項の規定により下記のとおり

届け出ます。 

 

記 

１ 区画整理を施行すべき地区内にある土地の所在・地番、別紙のとおり 

２ 工事着手予定時期    年  月  日 

３ 工事完了予定時期    年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第３号 

 

第   号 

年  月  日 

 

                 支 局 長 

 熊本地方法務局            様 

                 出張所長 

 

                                           熊本県知事       印 

 

                                      着手 

                      土地改良事業工事  届出書 

                                      完了 

 

     年  月  日付けで土地改良事業計画の決定がありました県営    地区

（      換地区）          事業の工事に着手した（工事完了した）ので、

土地改良法第１１３条の３第２項の規定に基づき下記のとおり届け出ます。 

 

記 

事業施行の所在地 

 

（着手届けの場合） 

  １ 着手の時期        年  月  日 

  ２ 完了の予定時期       年  月  日 

 

（完了届けの場合） 

  １ 完了した時期                年  月  日 

    ２ 着手した時期                年  月  日 

 



別記様式第５号 

   第   号 

年  月  日 

 

                 支 局 長 

 熊本地方法務局            様 

                 出張所長 

 

                                        熊本県知事           印 

 

          換 地 処 分 に つ い て（通知） 

 

 県営    地区（   換地区）土地改良事業（           ）の施行に係

る換地処分をし     年  月  日付けでその旨の公告を行ったので、土地改良法第

８９条の２第１０項において準用する同法第５４条第５項の規定に基づき当該換地計画書

を添えて通知します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 

熊本県公告第    号 

 

  県営    地区（    換地区）土地改良事業 （     ）施行に係る換地処分

を行った。 

 

       年  月  日 

 

                         熊本県知事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第６号 

 

土  地  改  良  事  業 

換 地 処 分 登 記 嘱 託 書 

 

                  支 局 

    地方法務局       御中 

                  出張所 

 

 

 別紙のとおり土地改良法による換地処分によって登記を嘱託する。 

 

    １ 登記原因及び其の日付    年  月  日土地改良法による換地処分 

  ２ 登 録 免 許 税  登記免許税法第５条第６号により納付しない 

  ３ 添 付 書 類    （１）図 面        通 

               （２）資格証明書                 通 

               （３）申請書副本                 通 

                              （４）共同担保目録                通 

                              （５）地役権明細書                通 

 

     年  月  日 

 

熊本県知事          印   



別記様式第７号 

第     号  

年  月  日  

 

 農林水産部長 様 

 

                        広域本部長       印 

 

県営換地処分登記の完了について 

 

 県営    地区（    換地区）土地改良事業（    ）の換地処分登記が別添写

しのとおり完了した旨、管轄登記所より通知があったので報告します。 

 

付 記 

  １ 換地処分公告年月日、番号 

 ２ 登記嘱託年月日 

 ３ 登記所受付年月日 

 ４ 登記完了年月日 

 ５ 換地の総筆数及び面積 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第８号 

 

審  査  請  求  書 

 

年  月  日  

 

 熊本県知事      様 

 

                   審査請求人             印 

 

 次のとおり、審査請求をいたします。                     

１ 審査請求人の住所又は居所 

  住  所又は居所 

 

 

２ 審査請求に係る処分等 

    年  月  日付け   第   号で、熊本県知事が行った「      」 

 

 

３ 審査請求に係る処分等があったことを知った日 

     年  月  日 

 

 

４ 審査請求の趣旨及び理由 

  趣  旨 

     

 

 

 

 

理  由 

 

 

 

 

５ 教示の有無及びその内容               （ 有 ・ 無  ） 



記入要領 

１ 審査請求書提出の年月日を記入する。 

２ 審査請求人の氏名を記入する。 

  審査請求人がその他の社団もしくは財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理

人による場合は、 代表者名・総代名・代理人名を記入する。 

  なお、代理人による場合は、代理人であることを証する書面を添付すること。 

 ・審査請求人の押印をする。 

３ 審査請求人の住所又は居所を記入する。 

４ 審査請求人に係る処分等及びその日付等を記入する。 

   （例）「一時利用地の指定」、「使用及び収益の停止」、「換地計画決定」など 

５ 審査請求に係る処分等のあったことを現実に了知した日を記入する。 

６ 審査請求の趣旨を記入する。 

   （例）「一時利用地指定の変更決定を求めます。」など 

 ・趣旨の理由を記入する。その際、わかりやすいように箇条書きとすること。 

 ・別紙に書いてもよい。 

７ 「審査請求ができる旨」の教示があった場合は有、なかった場合は無を○でかこみ、

その期限等内容について記入する。 

 


